
発議第６号 

自主避難者に対する住宅支援についての意見書 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

平成 28年７月 12日 

提出者  

池谷大輔  寺尾 昭  山梨 渉  石井孝治  鈴木直明  平島政二  畑田 響 

福地 健  工藤公彦  早川清文  尾﨑剛司  西谷博子  大石直樹  井上智仁 

池邨善満  遠藤広樹  佐藤成子  望月俊明  大村一雄  丹沢卓久  牧田博之 

繁田和三  松谷 清  鈴木節子  山本彰彦  馬居喜代子 風間重樹  水野敏夫 

中山道晴  山根田鶴子 浅場 武  亀澤敏之  三浦雅司  遠藤裕孝  石上顕太郎 

安竹信男  山本明久  内田隆典  岩崎良浩  白鳥 実  望月厚司  栗田知明 

井上恒彌  田形清信  栗田裕之  鈴木和彦  伊東稔浩   

 

 

   自主避難者に対する住宅支援についての意見書 

 東日本大震災に伴う福島原発事故から５年が経過した今も、多くの被災者が避難生活を余儀

なくされている。しかし、避難者の生活の基盤となっている住宅借り上げ制度は今年度末で終

えようとしており、来年度からの福島県による支援策についても、対象範囲や期間、補助額等

は限定的で、住宅支援の継続・拡充を希望する多くの避難者のニーズに充分に応えるものとは

なっていない。 

平成24年に制定された東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生

活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律（以下子ども・被

災者支援法）は、被災者一人一人が「居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還につ

いての選択を自らの意思によって行うことができる」ように、「そのいずれを選択した場合で

あっても適切に支援」することをうたっている。避難者への住宅支援は、本来、この支援法に

基づく抜本的な対策や新たな法制度の確立が必要である。 

よって、本市議会は国と福島県、静岡県に対し、下記事項の実現に向け強く要望する。 

 

記 

 

１ 借上げ住宅提供の継続を望む多くの避難者の声を真摯に聞き、住宅支援策を継続・拡充さ

せること。 

２ 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の「住宅確保要配慮者」



に原発事故避難者を位置づけ、空き家活用施策などを含め、住宅の提供促進を図ること。 

３ 子ども・被災者支援法に基づき、抜本的、継続的な住宅支援が可能な新たな制度を確立す

ること。 

 

以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。 

 

〔提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、復興大臣、福島県知事、 

静岡県知事〕 

 

 

 

 

 


